
大村市介護人材確保・定着応援金交付要綱

（趣旨）

第１条 市は、市内の介護事業所等における介護人材の確保及び定着並びに介護サー

ビスの向上を図るため、予算の定めるところにより、市内の介護事業所等において

介護業務に従事する者（以下「介護従事者」という。）として新たに就職した者で、

介護福祉士の資格を有するものに対し、大村市介護人材確保・定着応援金（以下「応

援金」という。）を交付するものとし、その交付については、大村市補助金等交付規

則（昭和４２年大村市規則第２０号。以下「規則」という。）及びこの要綱の定める

ところによる。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

(1) 介護事業所等 次のいずれかに該当するものをいう。

ア 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７０条第１項、第７８条の２第１

項、第７９条第１項、第８６条第１項、第１１５条の２第１項、第１１５条の

１２第１項、第１１５条の２２第１項及び第１１５条の４５の５第１項の指定

並びに同法第９４条第１項及び第１０７条第１項の許可を受けている事業所

（次号において「介護事業所」という。）

イ 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の４に規定する養護老人

ホーム（次号において「養護老人ホーム」という。）

ウ 老人福祉法第２０条の６に規定する軽費老人ホーム（次号において「軽費老

人ホーム」という。）

エ 老人福祉法第２９条第１項に規定する有料老人ホーム（次号において「有料

老人ホーム」という。）

オ 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）第５条第

１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅（次号において「サービス付き高

齢者向け住宅」という。）

(2) 介護業務 次に掲げる介護事業所等の区分に応じ、それぞれに定める業務をい



う。

ア 介護事業所 管理者、介護職員、看護職員、介護支援専門員その他市長が認

める職種の業務

イ 養護老人ホーム 施設長、生活相談員、支援員及び看護職員の業務

ウ 軽費老人ホーム 施設長、生活相談員及び介護職員の業務

エ 有料老人ホーム 管理者及び生活相談員の業務

オ サービス付き高齢者向け住宅 状況把握サービス及び生活相談サービスを提

供する業務

(3) 基準日 ３月１日をいう。

(4) 休業期間 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第６５条の規定による産前

産後の休業及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律（平成３年法律第７６号。第７号において「育児・介護休業法」という。）

第２条第１号に規定する育児休業又は同条第２号に規定する介護休業の期間をい

う。

(5) 休職期間 疾病若しくは負傷又は身体若しくは精神の障害による休職の期間を

いう。

(6) 異動期間 次のいずれかに該当する同一の法人における市内の介護事業所等以

外の事業所への異動による在職の期間をいう。

ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第３６条第１項、第３８条第１項、第５１条の１９第１項及

び第５１条の２０第１項の指定を受けている事業所

イ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の１５第１項の指定

を受けている事業所

ウ その他市長が適当と認める事業所

(7) 常勤 １週間につき３２時間以上又は１月につき１２８時間以上（次のいずれ

かに該当する措置が講じられている場合にあっては、１週間につき３０時間以上

又は１月につき１２０時間以上）勤務する勤務形態により、継続した勤務を行う

ものをいう。

ア 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和



４７年法律第１１３号）第１３条第１項に規定する措置

イ 育児・介護休業法第２３条第１項若しくは第３項又は同法第２４条に規定す

る措置

ウ その他ア及びイに類するものとして市長が認める措置

(8) 非常勤 １週間につき２０時間以上又は１月につき８０時間以上勤務する勤務

形態（常勤に該当するものを除く。）により、継続した勤務を行うものをいう。

（交付対象者）

第３条 応援金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、次の各号の

いずれにも該当する者とする。

(1) 応援金の交付の対象となる年度（以下この号及び次号において「交付対象年度」

という。）の前年度の１月１日から起算して１年以内に介護従事者として新たに就

職し、かつ、交付対象年度の基準日まで引き続き介護従事者として勤務する者で

あって、交付対象年度の末日から起算して２年以上引き続き介護従事者として勤

務する意思を有するもの（本市、諫早市、東彼杵町、川棚町及び波佐見町の区域

内に存する介護事業所等を退職した日から新たに就職した日（第３項において「就

職日」という。）までに１年以上が経過していない者を除く。）

(2) 交付対象年度の基準日において介護福祉士の資格を有する者

２ 前項に規定する者のほか、同項に規定する者として応援金の交付を受けた者で、

次の各号のいずれかに該当するものは、交付対象者とする。

(1) 応援金の交付を受けた年度の翌年度の基準日まで引き続き介護従事者として勤

務し、かつ、当該基準日の属する年度の末日から起算して１年以上引き続き介護

従事者として勤務する意思を有する者（介護福祉士の資格を喪失したものを除く。）

(2) 前号に規定する者として応援金の交付を受けた者で、当該交付を受けた年度の

翌年度の基準日まで引き続き介護従事者として勤務し、かつ、当該基準日の属す

る年度の末日以降も引き続き介護従事者として勤務する意思を有するもの（介護

福祉士の資格を喪失したものを除く。）

３ 交付対象者が、就職日から第１項に規定する基準日まで、当該基準日の翌日から

前項第１号に規定する基準日まで又は当該基準日の翌日から同項第２号に規定する

基準日までの各期間において、市内の介護事業所等を退職し、休業期間、休職期間、



異動期間その他の介護従事者として勤務しない期間を生じ、又は介護福祉士の資格

を喪失した場合は、当該各期間に応じた年度における応援金の交付の対象としない。

ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

（応援金の額等）

第４条 応援金の額は、次の各号に掲げる交付対象者の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。

(1) 常勤の職員 ５０，０００円

(2) 非常勤の職員 ３０，０００円

２ 応援金の交付は、同一の交付対象者につき、前条第１項に掲げる要件、同条第２

項第１号に掲げる要件及び同項第２号に掲げる要件の区分のうち、それぞれ１回限

りとする。

（申請の手続）

第５条 規則第５条の規定により、応援金の交付を受けようとする者は、別記様式に

よる申請書に、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める書類を添え、

市長に提出しなければならない。

(1) 第３条第１項に規定する交付対象者に係る申請 雇用証明書、介護福祉士登録

証の写し及び市長が必要と認める書類

(2) 第３条第２項に規定する交付対象者に係る申請 雇用証明書及び市長が必要と

認める書類

（応援金の返還等）

第６条 市長は、偽りその他不正な手段により応援金の交付を受けた者に対し、応援

金の交付決定を取り消し、既に交付した応援金の返還を命ずることができる。

（手続の省略）

第７条 規則第２４条の規定により、規則第８条の規定による応援金の交付決定の通

知、規則第１５条第１項の規定による実績報告書の提出及び規則第１６条の規定に

よる応援金の額の確定の手続は、省略するものとする。

附 則

（施行期日）



１ この告示は、公表の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。

（経過措置）

２ 令和６年度における第３条第１項第１号の規定の適用については、同号中「前年

度の１月１日から起算して１年以内」とあるのは、「４月１日から起算して９か月以

内」とする。


